
保存（執務室） 選別・廃棄 活用(歴史的資料)

　　　　　選別
○保存期間が満了した
 　文書のうち歴史的資
　 料としての管理が適
　 当と認められる文書

　　　歴史的公文書
＊目録(簿冊及び件名)
　を作成し歴史的資料
  として活用
 （インターネット検索シ
   ステムで公開）

(全体)

公文書管理のライフサイクルと課題

区　分 現用文書 歴史的公文書

作成・収受 決裁・供覧～管理 保存（文庫）

(個別)

   文書の作成・収受
 ○受理した文書
 ○企画立案文書
 ○事務事業の記録
                        など

　　保存期間の設定

             公文書
○組織で共有する文書
＊目録（ファイル管理表）を
　 作成（１年未満保存の文
   書を除く）

     執務室にて保存
　　～翌年度まで～
＊１年及び１年未満保
　存の文書は執務室で
　のみ保存
＊１年未満保存の文書
　は必要な保存期間経
　過まで保存

            文庫にて保存
～保存期間が経過するまで～
＊長期(30年)、10年、5年及び
    3年保存の文書が対象
＊延長の場合は引き続き保存
＊文庫での保存が原則だが
　 執務室で保存することも可
＊電子文書の引き継ぎは行わ
　 ず、各課で保存

　　　　　　廃棄
○保存期間が満了した
 　文書     　  個人管理文書

○組織で共有していない
　文書(個人の検討メモ等)

個人で保存・廃棄

課　題

①公文書の定義
②職員の意識改革
③市町との関係強化

　　　　 ＜対応＞
　　　　　　　　　公文書管理に関する条例の制定に向けて検討
　　　　　　　　　※並行して、公文書管理制度を支えるシステムについて検討

公文書管理の
ライフサイクル

④公文書の作成義務 ⑤電子決裁の推進
⑥電子メールの管理

⑦公文書の保存期間 ⑧文庫の在り方
⑨電子による文書の保存管理

⑩廃棄の手続き
 　（文書管理者以外
　 の視点等）

⑪公開体制の充実
⑫歴史的公文書の
　利用手続き
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＜参考＞
★現在の文書管理体系は、情報公開制度と連動している。
★都道府県では６都県が公文書管理に関する条例を制定・施行している。
　（島根県及び熊本県(H22)、鳥取県(H23)、香川県(H24)、東京都(H29)、愛媛県(H30)）


